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農業経営課 

長崎県有機農業推進計画の概要 

 

Ⅰ 本県有機農業推進計画の策定について 

・有機農業とは①化学肥料や農薬を使用しない、②遺伝子組換え技術

を利用しないことを基本とした、環境への負荷をできる限り少なく

した農業生産方法。 

・本計画は、「有機農業の推進に関する法律」並びに「有機農業の推

進に関する基本的な方針」に即し、おおむね５年間を対象に本県に

おける有機農業推進の基本的な考え方や施策の展開方向等を示し

たもの。 

 

Ⅱ 本県有機農業の現状と課題について                

【現状】 

・有機農業の取組者は２２５名で県全体の農業者の０．５％、作付面

積は77haで県全体の作付面積の０．２％。 

・流通形態は、有機農業者と消費者・消費者団体などが直接結びつい

た形態。 

・消費者の有機農産物への関心は高く購買志向があるが、有機農産物

の流通量は、０．１９％（Ｈ１９農林水産省調）と少ない。 

 

【課題】 

  ・有機農業に適した新しい技術の確立     

  ・市場や量販店における取扱量の拡大     

  ・消費者への啓発・理解の促進 

     

Ⅲ 有機農業を推進するための基本的な考え方について 

１ 推進理念 

有機農業を環境保全型農業推進の一翼を担うものとして位置付け、農 

業者などの自主性を十分尊重しながら推進。 

 

２ 推進方向 

・第１段階（当初５年間）：本格的な有機農業推進のための条件整備

期間として、推進体制整備や担い手の確保を推進。 

・第２段階：有機農業の普及拡大、有機ＪＡＳの普及拡大。 
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Ⅳ 有機農業推進に関する重点目標について 

○有機農業推進の重点目標 

項      目 現状（Ｈ２０） ５年後 １０年後 

有機栽培農家の割合        （％） ０．５ １ ２ 

有機農業者ネットワークの樹立   （組織） ０ １ １ 

市町における有機農業の推進体制の整備（市町） ２ １１ ２１ 

有機農業の趣旨を理解している消費者（％） － ５０ － 

 

 

Ⅴ 有機農業推進のための施策の展開方向 

１ 生産対策 

・安定的な品質や収量の確保など農業経営として成り立つための有機

農業を指導する指導員の育成や技術の開発・普及等。 

 

２ 流通・販売対策 

  ・有機農業者ネットワークの構築、流通販売関係者との意見交換の実

施、学校給食や病院食での活用等。 

 

３ 県民の理解や関心の増進対策 

  ・有機農産物の流通・消費に関わり、消費者に十分説明できる人材の

育成、各種媒体を活用した啓発活動等。 

 

Ⅵ 有機農業の推進体制について 

１ 県の役割 

  ・長崎県循環型農業推進検討会（仮称）を設置。 

具体的な取組の検討、計画の進行管理。 

  ・有機農業に関する情報収集・発信、技術の開発・普及。 

 

２ 有機農業者、その他関係団体の役割 

  ・有機農業者ネットワーク等を通じた、自らの情報提供や生産・販売

体制の強化、有機農業に係る技術の普及・平準化。 

 

３ 市町、農業団体等の役割 

  ・地域協議会の設置・運営や有機農業者と消費者等との交流会の開催

の支援等、地域段階における推進体制の整備。 


